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１ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のしくみ 
 

児童相談所 
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２ 島根県におけるＤＶ対策の取組の経緯 

年度 島根県の主な動き 法律関係等 

2001 年 
（平成 13 年） 

〇女性相談センター（大田市）を配偶者暴力相談支援

センター（以下、「ＤＶセンター」という。）と位置

づけ 

〇健康福祉センター等の女性相談員を女性相談セン

ターとの兼務とし、健康福祉センター等（6 カ所）

にもＤＶセンターの機能を付与 

〇「ＤＶ防止法」制定 ・一部施行 

 ・保護命令制度の創設 

 ・ＤＶセンターによる相談・一時

保護 

2002 年 
（平成 14 年） 

〇「女性に対する暴力対策関係機関連絡会」を全県（1

カ所）及び各圏域（7 カ所）に設置 
〇「ＤＶ防止法」全部施行 

2004 年 
（平成 16 年） 

 

〇第 1 次改正「ＤＶ防止法」施行 

 ・暴力の定義の拡充（精神的暴

力、性的暴力も含む） 

 ・保護命令制度の拡充 

 ・県基本計画策定の義務化 

〇改正「児童虐待防止法」一部施行 

 ・子の面前でのＤＶは児童虐待に

あたることが明確化 

2005 年 
（平成 17 年） 〇「島根県ＤＶ対策基本計画」策定 

〇「島根県ＤＶ対策推進会議」設置 

〇ＤＶ対策所管を環境生活部から健康福祉部に移管 

〇健康福祉センター等から各児童相談所（室）（5 カ

所）に 

〇女性相談窓口を移管 

〇ステップハウス提供事業を開始 

〇改正「児童虐待防止法」全部施行 

2006 年 
（平成 18 年） 

〇女性相談センター（ＤＶセンター）を松江市に、女

性相談センター西部分室を大田市に設置（中央児童

相談所の女性相談窓口は廃止） 

 

2007 年 
（平成 19 年） 〇「島根県ＤＶ対策基本計画（第 1 次改定）」策定  

2008 年 
（平成 20 年） 〇「配偶者からの暴力被害者自立支援金貸付規則」施

行 

〇第 2 次改正「ＤＶ防止法」施行 

・市町村の役割強化（基本計画の

策定等） 

 ・保護命令制度の拡充 

2010 年 
（平成 22 年） 

〇「島根県ＤＶ対策基本計画（第 2 次改定）」策定 

 ・基本目標ごとに数値目標を設定 

 ・重点目標として新たに「若年層への予防啓発」を

追加 

 

2014 年 
（平成 26 年） 

〇配偶者暴力被害者緊急避難支援事業、民間シェルタ

ー・社会福祉施設等への一時保護委託を開始 

〇女性相談センターに「性暴力被害者支援センターた

んぽぽ」を開設し、性暴力被害に特化した相談専用

電話を設置 

〇第 3 次改正「ＤＶ防止法」施行 

 ・生活の本拠を共にする交際相手

からの暴力及びその被害者も法

の適 用対象とされた 

 ・法律名を「配偶者からの暴力及

び 被害者の保護等に関する法

律」に 変更 

2015 年 
（平成 27 年） 

〇「島根県ＤＶ対策基本計画（第 3 次改定）」策定 

 ・男性被害者及び性暴力被害者への支援の充実 

 ・市町村の相談体制充実への支援 
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年度 島根県の主な動き 法律関係等 

2020 年 
（令和 2 年） 

 

〇「児童虐待防止対策の強化を図

るための児童福祉法等の一部を

改正する法律」施行 

・ＤＶ対応と児童虐待対応の連

携強化 

〇第 4 次改正「ＤＶ防止法」施行 

 ・相互に連携・協力すべき機関と

し て、児童相談所が法文上明

確化 

〇改正「児童虐待防止法」施行 

 ・ＤＶ相談センターの職員につい

て は、児童虐待の早期発見に

努めることが明確化 

2021 年 
（令和 3 年） 

〇「島根県ＤＶ対策基本計画（第 4 次改定）」策定 

 ・学校や職場、地域等における予防教育・普及啓発

の強化・充実 

 ・ＤＶ対応機関と児童虐待対応機関の連携強化 

 

2023 年 
（令和 5 年） 

 

〇改正「刑法」施行 

・不同意性交等罪等が配偶者や

パートナー間でも成立すること

が明確化 

〇「ＤＶ施策に関する基本方針」 

 ・同性カップル間の暴力や男性、

外国人、障がい者などの被害者

に言及 

2024 年 
（令和 6 年） 

〇「島根県困難女性支援基本計画」策定 

〇「島根県困難女性及びＤＶ被害者支援ネットワー

ク会議」（代表者会議・実務者会議）を設置（これ

に伴い「島根県ＤＶ対策推進会議」「女性に対する

暴力対策関係機関連絡会」（全県）を廃止） 

〇「島根県困難な問題を抱える女性等支援圏域別ネ

ットワーク会議」（実務者会議・個別ケース検討会

議）を各圏域（7 カ所）に設置（これに伴い「女性

に対する暴力対策関係機関連絡会」（各圏域（7 カ

所））を廃止） 

〇第 5 次改正「ＤＶ防止法」施行 

 ・保護命令制度の拡充 

・都道府県基本計画における被

害者への自立支援施策、国、地方

公共団体及び民間団体との連携

等の記載 

・法定協議会の設置 

〇「困難女性支援法」施行 

 ・「女性の福祉」、「人権の尊重や

擁護」、「男女平等」 

・困難な問題を抱える女性一人

一人のニーズに寄り添い、切れ

目のない包括的な支援を実施 

2025 年 
（令和 7 年） 

〇「男性・男児のための性暴力被害者相談窓口」を開

設し、相談専用電話を設置（受託者：公益財団法人

島根被害者サポートセンター） 

〇第 6 次改正「ＤＶ防止法」施行 

 ・保護命令制度の拡充 

2026 年 
（令和 8 年） 

〇「島根県ＤＶ対策基本計画（第 5 次改定）」策定 

 ・国、県、市町村及び民間団体で構成する法定協議

会を設置し計画の推進及び進捗管理を実施 

 ・若年層への予防教育として「生命（いのち）の安

全教育」を推進 
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３ 島根県のＤＶ及び性犯罪・性暴力に関する相談窓口一覧 

(1) ＤＶの相談窓口 

➢ 県の相談窓口 

機関名 電話番号 受付時間 

〇配偶者暴力支援センター 

月～金/8：30～17：00 

（祝日・休日・年末年始を除く） 

 

※女性相談センター（松江）のみ 

土・日/8：30～12：00 

    13：00～17：00 

（祝日・休日・年末年始を除く） 

  

島根県女性相談センター（松江） 

(松江市北田町 48-1) 

０８５２―２５―８０７１ 

または ＃８００８ 

島根県女性相談センター西部分室 

(大田市大田町イ 236-4) 
０８５４－８４－５６６１ 

〇各地域の相談窓口 

  

出雲児童相談所 

(出雲市小山町 70) 
０８５３－２１―８７８９ 

浜田児童相談所 

(浜田市上府町イ 2591) 
０８５５―２８―３４３４ 

益田児童相談所 

(益田市高津町 4-7-47) 
０８５６―３１―１８８６ 

中央児童相談所隠岐相談室 

(隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24) 
０８５１２－２―９８１０ 

 

 

➢ 警察の相談窓口（24 時間対応、夜間・土・日・祝日・休日・年末年始は当直員が

対応） 

島根県警察相談センター ＃９１１０（０８５２－３１－９１１０）  

 

★各警察署（生活安全課） 

松江警察署 0852-28-0110 江津警察署 0855-52-0110 

安来警察署 0854-22-0110 浜田警察署 0855-22-0110 

出雲警察署 0853-24-0110 益田警察署 0856-22-0110 

雲南警察署 0854-45-0110 津和野警察署 0856-72-0110 

大田警察署 0854-82-0110 隠岐の島警察署 08512-2-0110 

川本警察署 0855-72-0110 浦郷警察署 08514-6-0121 
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➢ 市町村の相談窓口      

 

 

➢ 犯罪被害者等早期援助団体 

公益社団法人 島根被害者サポートセンター  

相談電話 ０１２０－５５６－４９１（通話無料） 

  月～金曜日 10:00～16:00 （但し、祝日・休日・8/13～15・年末年始を除く） 

  メール相談アドレス https://www.shimane-vsc.or.jp/_form/consultation 

 

（2）性犯罪・性暴力に関する相談窓口 

➢ 性犯罪・性暴力被害者のための相談窓口  

連絡先 電話番号 受付時間 備考 

性暴力被害者支援センターたんぽぽ 

（島根県女性相談センター内） 

0852-25-3010 

または #8891 

月～金曜日 

8：30～17：15 

(祝日・休日・ 

年末年始を除く) 

左記時間外、土・日、祝日・休

日、年末年始はコールセンター

にて相談受け付け 

しまね性暴力被害者支援センター 

さひめ 
0852-28-0899 

火・木・土曜日 

17：30～21：30 

（年末年始を除く） 

メール相談アドレス 

sahime@onnanokonotameno-

er.com 

男性・男児の性暴力被害者 

のための相談専用ダイヤル 

（島根県被害者サポートセンター内） 

090-8862-1735 

火・金曜日 

10：00～16：00 

(祝日・休日・8/13～15・ 

年末年始は除く） 

  

市町村名 担当課 電話番号 市町村名 担当課 電話番号 

松江市 
家庭相談課 0852-55-5210 飯南町 保健福祉課 0854-72-1770 

男女共同参画センター 0852-25-2602 川本町 健康福祉課 0855-72-0633 

浜田市 子ども・子育て支援課 0855-25-9331 美郷町   健康福祉課 0855-75-1931 

出雲市 市民活動支援課 0853-22-2085 邑南町 町民課 0855-95-1114 

益田市 子ども家庭支援課 0856-31-1977 津和野町 健康福祉課 0856-72-0657 

大田市 こども家庭支援課 0854-83-8147 吉賀町 保健福祉課 0856-77-1165 

安来市 子ども未来課 0854-23-3222 海士町 健康福祉課 08514-2-1823 

江津市 子育て支援課 0855-52-7487 西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104 

雲南市 男女共同参画センター 0854-42-3838 知夫村 村民福祉課 08514-8-2211 

奥出雲町 福祉事務所 0854-54-2541 隠岐の島町 保健福祉課 08512-2-8577 

https://www.shimane-vsc.or.jp/_form/consultation
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➢ 警察の相談窓口（24 時間対応、夜間・土・日・祝日・休日・年末年始は当直員が

対応） 

性犯罪１１０番  ＃８１０３（０１２０－１１０－２６７） 

 

➢ 犯罪被害者等早期援助団体  

公益社団法人 島根被害者サポートセンター  

相談電話 ０１２０－５５６－４９１（通話無料） 

  月～金曜日 10:00～16:00 （但し、祝日・休日・8/13～15・年末年始を除く） 

  メール相談アドレス https://www.shimane-vsc.or.jp/_form/consultation 

 

 

※ 相談窓口は令和８年３月現在の情報であり、今後変更の可能性があります。  
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４ 島根県困難女性及び DV 被害者等支援ネットワーク会議（代表者会議） 

設置要領 
 

（設置目的）  

第１条 「島根県困難女性及び DV 被害者等支援ネットワーク会議設置要綱」の規定に

基づき、 

困難女性支援計画及び DV計画の策定や進行管理、困難な問題を抱える女性への支援

に関する県全体の仕組みの確認、関係機関の相互連携の強化、施策の方向性の検討

等を行うため、島根県困難女性及び DV 被害者等支援ネットワーク会議（代表者会議）

（以下、「代表者会議」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 代表者会議は別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 代表者会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

 

（委嘱期間） 

第３条 委員の任期は、原則２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたとき

の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

                

（委員長及び副委員長） 

第 4条 委員長は会務を総理し、代表者会議を代表する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第 5条 代表者会議は、青少年家庭課長が招集する。 

２ 代表者会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第６条 代表者会議の事務局は、青少年家庭課に置き庶務を行う。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員は代表者会議において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

 

（補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、委員

長が代表者会議に諮って定める。 

 

   附 則 

  この要領は、令和６年１２月１９日から施行する。 
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５ 島根県ＤＶ対策基本計画検討ワーキンググループ設置要領 

 

（趣旨） 

第１条 島根県困難女性及びＤＶ被害者等支援ネットワーク会議設置要綱第４条の規定に

基づき、代表者会議においてＤＶ計画の策定を行うとしていることから、代表者会議

の下に「島根県ＤＶ対策基本計画策定ワーキンググループ（以下「ワーキンググルー

プ」という。）」を設置して計画の原案に係る検討等を行う。 

（構成） 

第２条 ワーキンググループの構成員は代表者会議の委員のうち、ＤＶ対策に深く関わり

のある委員から青少年家庭課長が選定することとする。なお、構成員は 10 名以内と

する。 

（組織） 

第３条 ワーキンググループにグループ長及び副グループ長を置く。 

２ グループ長及び副グループ長は、ワーキンググループ員の互選により選出する。 

３ グループ長は、ワーキンググループの会務を総理し、ワーキンググループを代表す

る。 

４ 副グループ長は、グループ長を補佐し、グループ長に事故があるときは、その職を

代理する。 

（任期） 

第４条 グループ員の任期は令和８年３月３１日までとする。 

２ ワーキンググループ員に欠員が生じた場合における補欠ワーキンググループ員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 ワーキンググループは、青少年家庭課長が招集する。 

（守秘義務） 

第６条 ワーキンググループ員は、ワーキンググループにおいて知り得た個人情報を他に

漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第７条 ワーキンググループの事務局は、青少年家庭課に置き庶務を行う。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、ワーキンググループの運営について必要な事項

は、グループ長が別に定める。 

 

 附 則 

この要領は、令和７年６月１３日から施行する。 
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島根県ＤＶ対策基本計画検討ワーキンググループ 構成委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏 名 所属・団体等 備 考 

桐山 香代子 島根県弁護士会  

野坂 啓介 島根県医師会  

片岡 佳美 島根大学法文学部教授 グループ長 

高見 友理 島根大学人間科学部准教授  

石出 高士 島根県社会福祉協議会 副グループ長 

宍倉 翠 しまね性暴力被害者支援センター さひめ  

内田 愛 母子生活支援施設 島根東光学園  

宗條 峰子 出雲市市民文化部市民活動支援課  

椿 陽子 島根県女性相談センター  



 

 

 


